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第７章 業務賠償責任保険 

 

（業務賠償責任保険） 

第７９条の２ 本会は、次の方法のいずれかにより、会員の全てが業務賠償責任保険の被保険

者となる措置をとる。 

 (1) 本会が保険会社と契約する方法 

 (2) 他の司法書士会と共同して保険会社と契約する方法 

 (3) 連合会に保険契約を委託する方法 

（会業務賠償責任保険） 

第７９条の３ 本会は、連合会が加入する会業務賠償責任保険の被保険者となる。 
（事故処理委員会） 

第７９条の４ 本会は、前２条に定める保険の事故処理の適正かつ円滑な運用を図るために、事

故処理委員会を置く。 
（通知等） 

第７９条の５ 本会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、連合会に報告するとともに、

第７９条の２第１号又は第２号に定める保険契約をした保険会社に通知し、保険契約の変更手

続を行い、又は変更手続を委託する。 

(1) 会員の入会があったとき。 

(2) 会員の退会があったとき。 

(3) 入会が失効したとき。 

(4) 会員が法第４７条第２号の処分又は法第４８条第１項第２号の処分を受けたとき。 

(5) その他必要なとき。 

（会員の通知義務） 

第７９条の６ 会員は、保険金の請求を行うおそれのある事故が発生した場合は、本会及び保険

会社に速やかに報告しなければならない。 
２ 前項の報告を怠ったことによる責任は、当該会員が負わなければならない。 
（会員の協力） 

第７９条の７ 保険金の請求者である会員は、事故処理委員会が行う調査に協力しなければなら

ない。 
２ 会員は、前項の会員の復代理人であったときその他事故に関係するときは、前項の調査に協

力するよう努めなければならない。 
（中央事故処理審査会との関係） 

第７９条の８ 事故処理委員会は、他の司法書士会の事故処理委員会及び連合会の中央事故処理

審査会と連携して、その業務を行うものとする。 
（規程への委任） 

第７９条の９ 業務賠償責任保険に関し必要な事項は、別に規程で定める。 
 
 




